
重層的支援体制整備事業 構成員会議

社会福祉法１０６条の4
第２項第１号から第６号

機能 国で示す既存制度の対象事業 担当（構成員）

第１号

イ

相談支援

地域包括支援センターの運営 湯沢市地域包括支援センター

ロ 障害者相談支援事業 湯沢市基幹相談支援センター

ハ 利用者支援事業 こども家庭センター
（子ども未来課）

二 自立相談支援事業 湯沢市社会福祉協議会
（総合相談室）

第２号 参加支援 社会とのつながりを回復するため、既存の取組では対応できない狭
間のニーズについて、就労支援や見守り等居住支援などを提供

福祉課地域福祉班（コーディネーター
役：多機関協働による支援方針で決定）

第３号

イ

地域づくり支援

地域介護予防活動支援事業 湯沢市地域包括支援センター

ロ 生活支援体制整備事業 湯沢市地域包括支援センター
社会福祉協議会

ハ 地域活動支援センター事業 地域活動支援センター 松風

二 地域子育て支援拠点事業 湯沢市子育て支援総合センター

生活困窮者支援等のための地域づくり支援事業 福祉課地域福祉班

第４号 アウトリーチ等を通じた継続的
支援事業

訪問等による継続的に繋がり続ける機能 福祉課地域福祉班（コーディネーター役：多機
関協働による支援方針で決定）

第５号 多機関協働事業 世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能 福祉課地域福祉班
（相談支援包括化推進員）

第６号 支援プランの作成 多機関協働事業と一体的に実施
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構成員会議 メンバー



包括的支援体制のデザイン ～秋田県湯沢市～

各専門機関ごとに

ケースに応じた支援
の検討

個別ケース
会議

①関係機関間の情報共有・提供

②見守りと支援方針への理解

③緊急性があるケースへの対応

支援会議 本人同
意なし

関係機関が連携した支援の提供

重層的支援
会議

対応できないケース

本人同
意あり

2

サポーター人
材による繋ぎ

多機関の協働による
包括支援体制

基幹相談支
援センター

相談支援包括
化推進員

地域包括支援
センター

医療関係者

保育・教育
関係者

保健師・栄養
士・家庭相談員

子育て世代包
括支援センター

行政関係者
民生委員・
児童委員

生活困窮者自立支援

社会福祉協議会総合相談室

各福祉サービス
事業所

制度・福祉サービス
⇒フォーマルなサービス

参加支援
⇒地域のインフォーマル

なサービスの活用

地域づくり支援

⇒地域のインフォーマル
なサービスの活用

アウトリーチを
通じた継続的支援

就労関係者

①地域住民等と支援機関が一緒になってサポートして
いく体制づくり

②身近な地域住民等が生活課題に「気づき、一緒に
支援」できる人材を養成

【出所】令和5年７月 秋田県湯沢市視察 湯沢市作成資料をもとに厚生労働省作成
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①どの分野の相談窓口でも包括的に相談を受け止める。
②多機関が連携した包括支援の提供
③支援機関の機能強化
④参加支援・地域づくり支援

対応できないケース



アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

・支援が届いていない人に支援を届ける

・会議や関係機関とのネットワークの中から

潜在な相談者を見つける

・本人との信頼関係の構築に向けた支援に力

点を置く

多機関協働事業

【湯沢市福祉課地域福祉班（つなぎの拠点） 】

・相談支援包括化推進員（支援のコーディネート）

・重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす

・市全体で包括的な相談支援体制を構築する

・支援関係機関の役割分担を図る（支援プランの作成）

〇同意あり⇒重層的支援会議（相談支援包括化推進会議）

〇同意なし⇒支援会議

包括的相談支援事業

・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める

・支援機関のネットワークで対応する

・複雑化・複合化した課題には適切に多機関協働事業につなぐ

専門機関

行政
社会福祉協議会
子育てサポート
介護保険サービス
障がい福祉サービス
医療
その他各種相談支援
機関

【生活困窮】（自立相談支援事業）
湯沢市社会福祉協議会総合相談室

【障がい】（障害者相談支援事業）

湯沢市基幹相談支援センター

【高齢】（地域包括支援センターの運営）

湯沢市地域包括支援センター
湯沢市稲川・皆瀬地域包括支援センター

地域づくり事業

・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する

・交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
・地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る

（地域介護予防活動支援事業）
湯沢市地域包括支援センター

（生活支援体制整備事業）
湯沢市地域包括支援センター

（地域活動支援センター事業）
医療法人仁恵会 松風

（地域子育て支援拠点事業）
湯沢市子育て支援総合センター

（生活困窮者の共助の基盤づくり事業）
湯沢市福祉保健部福祉課「人材育成研修会の実施」

身近なところで気づき、丸ごと相談ができ
る地域づくり

町内会長、自治コミュニティー推進委員、湯沢
市地域自治組織支援職員、消防団、民生委員・
児童委員、主任児童委員、福祉員、健康づくり
推進員、ゲートキーパー、認知症サポーター、
傾聴ボランティア、スポーツ推進委員、ボラン
ティア団体、社会福祉法人などの職員、第ニ層
協議体委員 等

住民

・介護

・認知症

・障がい

・子育て
・出産

・生活困窮

・健康問題

・引きこも
り

・就労

・心の悩み

・DV
・その他

丁寧な働きかけ・伴走支援

相
談

相
談

支援をつなぐ 情報をつなぐ

支援をつなぐ
情報をつなぐ

会議への参加
連携

湯沢市重層的支援体制関係者連絡会議

重層的支援体制整備事業を実施するに当たり、関
係機関が情報共有し、連携を図る。

【重層的支援体制の構築】

チームとして
対応

・社会とのつながりを作るための支援を行う

・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチン

グや メニューをつくる

・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行

う

参加支援事業

支援をつなぐ 情報をつなぐ

支
援

支
援

調
整

【子ども子育て】（利用者支援事業）・
（子ども家庭総合支援事業）

子ども未来課（こども家庭センター）

湯沢市重層的支援体制整備事業【概要図】
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重層的支援体制整備事業の進捗状況

4

目的：地域共生社会の実現
ビジョン（目指すべき姿）
①地域住民等と支援機関が一緒になってサポート出来る体制
②身近な地域住民等が「生活課題に気づき、一緒に支援できる」体制
※関係者全てが目標を共有して事業に取り組んでおります。

月１回関係者と定期
的に体制づくりの協
議を進めております。

（現在の取組状況）
1.身近な地域住民等が課題を抱える方の生活課題に気づいて一緒に支援する体制づくり
（福祉人材育成研修会の実施）
2・居場所、多世代が交流できる場等（社会資源の洗い出し）
3.専門機関の連携強化 ⇒各分野の専門機関、民生委員・児童委員などの連携強化
4.相談支援の機能強化 ⇒ 地域の社会資源を活かした支援の提供
5.様々な分野の幅を広げる取り組み ⇒ 様々な活動の中で（生活支援体制整備事業、地

域子育て支援拠点事業、地域活動支援センター事業など）これまでの分野を広げて連携し
ていく取り組みを推進


